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多賀城市庁舎エントランス棟における自動販売機設置事業募集要項
１　趣旨
[bookmark: _Hlk229425675][bookmark: _Hlk228525187]多賀城市では、第六次多賀城市総合計画に基づき、「日々のよろこびふくらむまち史都多
賀城」という将来都市像のもと、暮らしの質の向上及び地域の魅力づくりに取り組んでおり、
付加価値を創出しつつ持続可能なまちづくりを推進している。
今回整備した市庁舎エントランス棟は、市役所の新たな玄関口であるとともに、災害時の
防災拠点として、また、市民等が誇りと愛着をもって活動できるような交流拠点として運営
していく予定である。
ついては、本エントランス棟に設置する自動販売機については、第六次多賀城市総合計画
に基づく政策及び施策の推進に寄与するような機能や付加価値を有するものを採用するため、
広くプロポーザルを募集するもの。

本募集要項は、当該自動販売機の運用に関する企画提案を公募し、その内容を審査の上、
最も優れた提案を行った者を契約の相手方候補として選定するため、必要な事項を定める
ものである。

２　募集事項
(1) 企画提案を求める事業
[bookmark: _Hlk228295065]　　多賀城市庁舎エントランス棟における自動販売機設置事業
[bookmark: _Hlk207959070](2) 業務内容
業務の内容は、別紙「多賀城市庁舎エントランス棟における自動販売機設置事業仕様書」
に定めるとおりとする。
ア　飲料等自動販売機の設置及び運営
イ　災害発生時における飲料水等の無償提供支援
ウ　例月営業状況等報告業務
エ　その他必要と思われる業務のうち、協議の上決定した業務
(3) 設置期間
設置日から令和１１年３月３１日まで
（設置日については、設置者と別途協議により決定することとする。）

３　自動販売機を設置する施設の概要
(1) 名称
多賀城市庁舎エントランス棟
(2) 施設の所在
　宮城県多賀城市中央二丁目１番１号
(3) 設置場所
エントランス棟１階市民ホール
[bookmark: _Hlk229051988]（横幅2,200mm×高さ1,850mm×奥行900mm以内のスペースに筐体２台を設置）
(4) 開庁日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日及び１２月２９日から１月３日までを除く平日
（開庁時間：午前９時００分から午後４時３０分まで）
※ただし、開庁日及び開庁時間以外の日程において、エントランス棟市民ホールの貸付をする場合があり、その場合は自動販売機の利用が見込まれる。

４　申込者の資格要件等
次の要件を全て満たす場合に限り、申込みをすることができる。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな
い者であること。
[bookmark: _Hlk144994046](2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生
法に基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。
(3) 国税及び地方税に未納がないこと。
(4) 多賀城市暴力団排除条例（平成２４年条例第３１号）第２条第１項第２号から同条第４
号までに該当しない者であること。
(5) 来庁者への行政サービスの一環であることを理解し、良質な商品を適正な価格で提供す
ること。
(6) 宮城県内に本社又は支社又は営業所等を有する法人であり、かつ、事業者として十分
な資力、信用、経験及び管理運営能力を有することとし、自動販売機の設置業務について
実績があること。
(7) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有して
いること。

５　企画提案の条件
企画提案は、次の(1)から(5)に掲げる条件をすべて満たすこと。
(1) 自動販売機の概要
設置する自動販売機ついては次のとおりとする。
なお、本事業実施に係る条件その他の詳細は、別紙「多賀城市庁舎エントランス棟にお
ける自動販売機設置事業仕様書」のとおり。
ア　規格及び台数
[bookmark: _Hlk229051914]　　横幅2,200mm×高さ1,850mm×奥行900mm以内のスペースに筐体２台を設置
　　なお、設置においては２台の自動販売機を横並びとする。
イ　災害対応型自動販売機（飲料用自動販売機のみ）
災害発生時等の電気が供給されない状況であっても、内蔵バッテリー又は非常用電源
により飲料水等の無償提供支援が可能な機種であること。
ウ　ユニバーサルデザイン
　　誰もが使用しやすいユニバーサルデザインの自動販売機とすること。
エ　環境対策
　　消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機やノンフロン対応機など、環境に配慮
した自動販売機とすること。
　　　オ　その他
　　　　　自動販売機は、飲料用自動販売機に加えて食品及び物品自動販売機も可とするが、各
品目販売に必要な許認可等の免許を有していること。

(2) 設置運用場所の使用形態
自動販売機の設置運用にあたり、市は選定業者と事業協定を締結するとともに、
事業者からの申請に基づき、自動販売機を設置する床面積について、多賀城市公
有財産規則第２２条の規定による行政財産の使用許可を行う。

(3) 費用負担
ア　設置費用等
自動販売機設置・運営及び原状回復に係る一切の費用は、全て設置事業者の負担と
する。
ウ　電気等実費徴収金
　電気料金は、設置事業者において自動販売機と共に設置する証明用電気計器（子メー
ター）管理による従量制とし、市が指定する方法により納入すること。。
エ　行政財産使用料
広告付庁舎案内板等の設置については、行政財産使用許可を得ることとし、毎年度市
[bookmark: _Hlk212213607]が指定する方法により納入すること。

【参考】
設置箇所１ｍ (2 )当たりの使用料(年額)…約33,000円





(4) ロケーションマージン
　　行政財産の使用許可を得ている設置期間の年度ごとに、売上代金の一部を、市が指定する方法により納入すること。
(5) 事業終了後の現状回復
事業期間を終了したとき又は契約を解除したときは、市が必要がないと認めるときを除
き、事業者が自動販売機を撤去し、原状に回復すること。

[bookmark: _Hlk208240703]６　申込み方法
(1) 申込み受付期間及び時間
ア　期間　令和８年５月１４日（木）から同月２９日（金）まで
　　　　　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
イ　時間　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで


(2) 受付場所
多賀城市中央二丁目１番１号　多賀城市役所２階
企画経営部財政課管財契約係

(3) 申込書類及び申込み方法
[bookmark: _Hlk228301288]次のアからキまでに掲げる申込書類を直接持参すること。
（郵送、電話、FAX、メール等による受付は行わない。）
ア　申込書兼誓約書（様式１）　　１部
[bookmark: _Hlk146549542]イ　代表者印鑑証明書　　１部（発行日から１か月以内のもの）
ウ　履歴事項全部証明書　　１部（発行日から１か月以内のもの）
エ　国税及び地方税に未納がないことを証する書類　　各１部
※　「直近１年分」でかつ申込前１か月以内に発行されたものであること（支店等が自
動販売機を設置する場合の地方税に関する証明書は、下記のとおり本店及び支店の両方
について証明書が必要となる。）。
(ｱ) 本社の所在地である都道府県及び市町村
(ｲ) 支店等が設置する場合は、支店等の所在地である都道府県及び市町村
オ　暴力団排除条例に係る誓約書（様式２）　　１部
カ　企画提案書（様式３）　　　１部
キ　その他説明資料（パンフレット等）　　１部

７　質問の受付及び回答
(1) 受付期間
ア　期間　令和８年５月１４日（木）～同月２２日（金）まで
　　　　　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
イ　時間　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで
(2) 受付場所
多賀城市中央二丁目１番１号　多賀城市役所２階
企画経営部財政課管財契約係
(3) 提出方法
質問がある場合は、質問回答書（様式４）をE-mailで提出すること。
（郵送、電話及びFAXによる受付は行わない）
E-mail ：kanzai@city.tagajo.miyagi.jp

(4) 回答方法
質問があった場合のみ、回答を令和８年５月２５日（月）に市ホームページにて公表
する。
市ホームページアドレス：http://www.city.tagajo.miyagi.jp/

８　応募申込み及び企画提案の無効
(l) 応募資格のない者の提出した提案は、無効とする。
(2) 応募申込みに必要な書類又は提出方法等が次のいずれかに該当する場合は、無効とす
る。
ア　提出期限、提出場所、提出方法等に適合しないもの。
イ　企画提案書の内容が、本件募集要項に定める要件に適合しないもの。
ウ　記載又は押印すべき事項について、記載又は押印がないもの。
エ　記載すべき事項以外の事項が記載されているもの。
オ　虚偽の内容が記載されているもの。

９　提案内容の審査及び選定結果の公表について
(1) 審査主体
　　　審査は、別に定める「多賀城市庁舎エントランス棟における自動販売機設置事業者選定
委員会（以下「選定委員会」という。）」が、審査基準に基づき審査、採点を行う。
(2) 審査方法
　　選定委員会の委員が、提出された提案書の内容によって評価、採点を行う。プレゼンテ
ーションは実施しないため、企画提案書の内容は具体的で明瞭に記載すること。
　　(3) 審査基準
	項　目
	審　査　内　容（例）
	配点

	１
	付加機能について
	・キャッシュレス対応等の付加機能を提供できるか。
（付加機能を明記すること。）
	１０点

	２
	自由提案
	・第六次多賀城市総合計画に基づく政策及び施策の推進に寄与する上記以外に提案できる他のサービス
	２０点

	３
	ロケーションマージン率
	・ロケーションマージンの提案（10％以上）
（提案率／最高率）×20点 ＝Ａ（小数点2位以下切捨て）
	２０点

	
	合　計
	
	５０点


		

　　(4) 審査結果の通知
　　　　審査結果は応募者全員に書面で通知するもとする。
　　(5) 候補事業者としない場合
　　　　選定委員の得点の合計が、満点の６割に満たない事業者は候補事業者としないものとす
る。
　　(6) ２者以上が同点となった場合
　　　　審査結果が同点となった場合については、選定委員による投票を行い、各得票数の多い
ものを候補事業者とする。
　　(7) 参加者が１者の場合
　　　　参加者が１者のみの場合も本プロポーザルは有効とする。ただし、選定委員の得点の合
計が、満点の６割に満たない事業者は候補事業者としないものとす
る。

10　選定後の手続き
　　提案書の内容について、市と優先契約候補者との協議により仕様書を調整し業務内容を決定後、協定書を取り交わすものとする。


11　その他
(1) 企画提案書の作成、提出に係る費用は、申込者の負担とする。
(2) 提出された一切の書類は返却しない。
(3) 提出期限以降における申込みに必要な一切の書類の追加、差替え、再提出は認めない。

12　問合せ先
〒985-8531　宮城県多賀城市中央二丁目１番１号　多賀城市役所２階
多賀城市企画経営部財政課管財契約係
電話　０２２－３６８－２３５２
ＦＡＸ  ０２２－３６８－２３６９
E-mail　kanzai@city.tagajo.miyagi.jp












